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第123期 中 間 決 算 公 告 

2025年 12月 26日 

長崎市栄町３番１４号 

株式会社 長崎銀行 

代表取締役 開地 龍太郎 

 

 中間貸借対照表（2025年 9月 30日現在) 

 

                                         （単位：百万円） 

科    目 金   額 科    目 金   額 

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 預 け 金 

有 価 証 券 

貸 出 金 

そ の 他 資 産 

  リ ー ス 投 資 資 産 

  そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

前 払 年 金 費 用 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

投 資 損 失 引 当 金 

 

 

55,866 

22,434 

282,224 

487 

― 

487 

4,343 

155 

162 

9 

△ 188 

△ 42 

（ 負 債 の 部 ） 

預 金 

譲 渡 性 預 金 

コ ー ル マ ネ ー 

借 用 金 

そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 

リ ー ス 債 務 

資 産 除 去 債 務 

そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

役員退職慰労引当金 

睡眠預金払戻損失引当金 

偶 発 損 失 引 当 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

 

283,426 

1,880 

50,000 

6,400 

3,174 

82 

133 

34 

2,923 

10 

99 

17 

56 

180 

503 

9 

負 債 の 部 合 計 345,758 

（ 純  資  産  の 部 ） 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

その他資本剰余金 

利 益 剰 余 金 

利 益 準 備 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

株 主  資  本  合  計    

その他有価証券評価差額金 

土 地 再 評 価 差 額 金 

評価・換算差額等合計 

 

7,621 

5,963 

3,500 

2,463 

4,328 

301 

4,027 

4,027 

17,914 

688 

1,091 

1,779 

純 資 産 の 部 合 計 19,694 

資 産 の 部 合 計 365,452 負債及び純資産の部合計 365,452 
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                                        2025年 4月 1日から 
                    中間損益計算書 
                                        2025年 9月 30日まで 

 

 

（単位：百万円） 

 

科       目 金       額 

経 常 収 益 

資 金 運 用 収 益 

( う ち 貸 出 金 利 息 ) 

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) 

役 務 取 引 等 収 益 

そ の 他 経 常 収 益 

経 常 費 用 

資 金 調 達 費 用 

( う ち 預 金 利 息 ) 

役 務 取 引 等 費 用 

営 業 経 費 

そ の 他 経 常 費 用 

経 常 利 益 

特 別 損 失 

税 引 前 中 間 純 利 益 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 

法 人 税 等 調 整 額 

法 人 税 等 合 計 

中 間 純 利 益 

 

2,486 

(2,083) 

(259) 

359 

8               

 

270 

(267) 

605 

1,662 

14      

 

 

 

86 

15 

 

  

2,854 

 

 

 

 

 

2,552 

 

 

 

 

 

301 

12 

289 

 

 

101 

187 
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個 別 注 記 表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価

証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動

平均法による原価法により行っています。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しています。 

また、主な耐用年数は次のとおりです。 

建 物    10年～50年 

その他    3年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお

ける利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用

年数とした定額法により償却しています。なお、残存価額については零としています。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお

書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能

性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上しています。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の

元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額

を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しています。 

上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間におけ

る平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しています。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しています。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

その金額は43百万円です。 

(2) 投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、ゴルフ会員権の発行会社の財政状態等を勘案して

必要と認められる額を計上しています。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しています。また、退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基

準によっています。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりです。 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8年）による定 
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額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見

積額のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しています。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しています。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に係る債権に関して、将来発生する可能性のある負

担金支払額を見積り、必要と認められる額を計上しています。 

４．収益の計上方法 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点とし

ています。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ

る金額としています。 

５．グループ通算制度の適用 

株式会社西日本フィナンシャルホールディングスを通算親法人とするグループ通算制度を適用してい

ます。 

 

（会計方針の変更） 

該当ありません。 

 

（追加情報） 

該当ありません。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりです。なお、債権は、

中間貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上され

るものです。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 257百万円 

危険債権額 2,872百万円 

三月以上延滞債権額 ―百万円 

貸出条件緩和債権額 347百万円 

合計額 3,476百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事

由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従

った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる

債権に該当しないものです。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものです。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものです。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

２．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日）に基づき金融取引として処理しています。これ

により受け入れた商業手形は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有していますが、そ

の額面金額は868百万円です。 

３．担保に供している資産は次のとおりです。 

担保に供している資産 

預け金      2百万円 

貸出金    12,495百万円 

担保資産に対応する債務 

預金      194百万円 

借用金    6,400百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券2,000百万円を差し入れています。 

また、その他の資産には、保証金等106百万円が含まれています。 

  ４．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する

契約です。これらの契約に係る融資未実行残高は、54,093百万円です。このうち原契約期間が1年以内のも

のが53,571百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられています。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じています。 

５．土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

再評価を行った年月日  1998年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（1991

年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出。 

６．有形固定資産の減価償却累計額               3,321百万円 
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７．銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)は、10.10％です。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、雑益1百万円及び土地建物賃貸料6百万円を含んでいます。 

２．「その他経常費用」には、雑損2百万円及び偶発損失引当金繰入額8百万円を含んでいます。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場

価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めていません（（注１）参照）。また、現金預け金、譲渡

性預金及びコールマネーは、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略して

います。 

（単位：百万円） 

 中間貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1) 有価証券    

   満期保有目的の債券 9,997 9,979 △18 

  その他有価証券（＊１） 11,368 11,368 ― 

(2) 貸出金 282,224   

  貸倒引当金（＊２） 188   

 282,036 

 

47 

281,347 △689 

資産計 303,403 302,695 △707 

(1) 預金 283,426 283,271 △155 

(2) 借用金 6,400 6,287 △112 

 

 

負債計 289,826 289,558 △268 

（＊１）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号

 2021年６月17日）第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれています。 

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 

 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時
価情報の「その他有価証券」には含めていません。 

（単位：百万円） 

区 分 中間貸借対照表計上額 

非上場株式（＊１） 1,044 

組合出資金（＊２） 23 

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
19号 2020年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしていません。 

（＊２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
号 2021年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしていません。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ

ルに分類しています。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

  

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。 
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（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 

該当ありません。 

なお、中間貸借対照表に計上している有価証券22,434百万円のうち満期保有目的の債券、市場価格の

ない株式等及び組合出資金を除く11,368百万円はすべて、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した

投資信託です。 

 

第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 

(＊１)  中間貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれています。 
 

(2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

 満期保有目的の有価証券     

  国債・地方債等 9,979 ― ― 9,979 

  社債 ― ― ― ― 

  その他 ― ― ― ― 

貸出金 ― ― 281,347 281,347 

資産計 9,979 ― 281,347 291,326 

預金 ― 283,271 ― 283,271 

借用金 ― 6,287 ― 6,287 

負債計 ― 289,558 ― 289,558 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分

類しています。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市

場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しています。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券が

これに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に

関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価と

し、レベル２の時価に分類しています。相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの

現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しています。評価に当たっては観察可能なインプット

を最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産

確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合

には、レベル３の時価に分類しています。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金

（単位：百万円） 

期首残高 

当期の損益又は 
評価・換算差額等 

購入、売却 
及び償還
の純額 

投資信託の基準
価額を時価とみ
なすこととした
額 

投資信託の基準
価額を時価とみ
なさないことと
した額 

期末残高 

当期の損益に計
上した額のうち
中間貸借対照表
日において保有
する投資信託の
評価損益 

損益に 
計上 

評価・換
算差額
等に計
上 

(＊１) 

11,238 ― 130 ― ― ― 11,368 ― 
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利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しています。このうち変動金利によるも

のは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価

と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としています。また、破綻先、実質破綻先及び破

綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による

回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等

計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。当該時価

はレベル３の時価に分類しています。 

 

負 債 

預金 

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としています。ま

た、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在

価値により時価を算定しています。割引率は、市場金利を用いています。なお、預入期間が短期間（1

年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。当該

時価はレベル２の時価に分類しています。 

     

借用金 

 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期

間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しています。なお、約定期間が短期間（1

年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。当該

時価はレベル２の時価に分類しています。 

 

（有価証券関係） 

中間貸借対照表中の「有価証券」です。 

１． 満期保有目的の債券（2025年9月30日現在） 

 種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間貸借対照表計上

額を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小 計 ― ― ― 

時価が中間貸借対照表計上

額を超えないもの 

国債 9,997 9,979 △18 

地方債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小 計 9,997 9,979 △18 

合 計 9,997 9,979 △18 

 

２．その他有価証券（2025年9月30日現在） 

 種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

その他の証券 11,368 10,366 1,002 

投資信託 11,368 10,366 1,002 

小 計 11,368 10,366 1,002 

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

その他の証券 ― ― ― 

投資信託 ― ― ― 

小 計 ― ― ― 

合 計 11,368 10,366 1,002 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりです。 

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金（注）             11百万円 

貸倒引当金                    67 

減損損失                      37 

退職給付引当金                         3 

役員退職慰労引当金                 31 

減価償却費                            47 

その他                             190      

繰延税金資産小計                        388 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額       ― 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  △200 

評価性引当額小計                     △200      

繰延税金資産合計                        188 

繰延税金負債 

資産除去債務                   3 

前払年金費用                   51 

その他有価証券評価差額金                314      

繰延税金負債合計                        368 

繰延税金負債の純額                      180百万円 

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

当中間会計期間（2025年9月30日） 

 
1年以内 

（百万円） 

1年超 

3年以内 

（百万円） 

3年超 

5年以内 

（百万円） 

5年超 

7年以内 

（百万円） 

7年超 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

税務上の繰越

欠損金（*1） 
2 ― 8 ― ― 11 

評価性引当額 ― ― ― ― ― ― 

繰延税金資産 2 ― 8 ― ― （*2） 11 

（*1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。 

（*2）当事業年度以降において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金を回収可能と判断

しています。 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

 当中間会計期間 

役務取引等収益 347 

 うち預金・貸出業務 4 

 うち為替業務 41 

 うち証券関連業務 157 

 うち代理業務 25 

顧客との契約から生じる経常収益 347 

上記以外の経常収益 2,506 

 

 

外部顧客に対する経常収益 2,854 

  

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額         11,253円72銭 

１株当たりの中間純利益           106円92銭 

 


